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【重要】 

姫路聖マリア病院への後発医薬品変更調剤後の報告不要について 

 
 

平素は、本会の会務運営にご協力賜り厚くお礼申し上げます 

 

令和 3 年 5 月 7 日付でご案内させていただいた 

「姫路聖マリア病院の院外処方せんについて共有事項（変更調剤の報告ほか）」 
の内容について、医療機関より再度徹底していただきたいとの連絡がありました。 

 

下記の内容を今一度ご確認いただき、不要な報告は行わないようお願い申し上げます。 

 

① 後発品変更調剤の報告について 

 
今後は、処方薬の後発品変更について、変更後の報告は不要です。 

※ 後発医薬品変更不可指示の解除、後発から先発への変更等の疑義照会が

必要な事例以外での疑義照会は行わないようご留意ください。 
  

 

 

                                                      以上 


